
（参考②）R2.7月～R3.6月の調査

事案における増差税額の状況(件

数・構成割合)

増差税額300万円超

所得税 377件（0.7％）

法人税 34件（0.1％）

消費税（個人） 84件（0.4％）

消費税（法人） 249件（0.5％）

相続税 308件（3.2％）

主税局総務課 税制企画室長　齊藤 郁夫[令和5年税制改正（国税）

等についてp22、参考②より、「※ 国税庁調べ。※ 調査１年分を

１件とカウント。」


